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論
考

汝
南
袁
氏
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題

中

本

圭

亮

は
じ
め
に

袁
氏
は
唐
以
前
の
中
国
に
お
け
る
名
族
と
し
て
知
ら
れ
る
。
中
で
も
陳
郡
袁
氏

（

一

）

（

二

）

と
汝
南
袁
氏
が
著
名
で
あ
ろ
う
。
陳
郡
袁
氏
は
漢
末
よ
り
魏
晉
南
北
朝
隋
唐
期
に

（

三

）

（

四

）

か
け
て
の
名
門
で
あ
り
、
南
朝
に
お
い
て
は
琅
邪
王
氏
、
陳
郡
謝
氏
、
蘭
陵
蕭
氏

と
並
び
称
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
一
方
、
汝
南
袁
氏
は
後
漢
に
お
い
て
第
一
級

（

五

）

の
官
僚
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
名
族
袁
氏
の
う
ち
、
本
稿
で
は
後
者
の
汝
南
袁
氏
に

（

六

）

（

七

）

つ
い
て
主
に
分
析
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

後
漢
の
袁
氏
は
「
四
世
三
公
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
四
世
代
に
わ
た
っ
て
三

（

八

）

公
、
す
な
わ
ち
宰
相
を
輩
出
し
た
家
で
あ
り
、
後
漢
に
お
い
て
傑
出
し
た
官
僚
家

で
あ
る
。
こ
の
「
四
世
三
公
」
の
内
実
は
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
五
代
約
一
二

〇
年
の
間
に
宰
相
の
上
位
に
あ
た
る
上
公
を
二
名
、
三
公
を
四
名
輩
出
し
た
家
柄

（

九

）

（
一
〇
）

と
な
ろ
う
。
後
漢
時
代
、
四
世
代
以
上
に
わ
た
っ
て
三
公
を
輩
出
し
た
の
は
、
他

（
一
一
）

に
弘
農
楊
氏
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
漢
末
獻
帝
の
混
乱
期
を
例
外
と
す
る
な
ら
ば

（
一
二
）

事
実
上
、
楊
氏
は
三
世
代
に
三
人
の
宰
相
を
輩
出
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
宰
相
在

任
期
間
の
上
で
も
、
袁
氏
が
大
幅
に
上
回
る
。
加
え
て
袁
氏
は
初
め
て
宰
相
と
な

っ
た
袁
安
か
ら
数
え
て
五
世
代
目
の
袁
紹
の
頃
に
は
「
門
生
・
故
吏
天
下
に
徧
し
」

（
一
三
）

な
ど
と
称
さ
れ
、
そ
の
家
門
の
隆
盛
ぶ
り
を
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
多
く
残
る
な

ど
、
後
漢
の
政
治
史
、
あ
る
い
は
中
央
官
僚
制
研
究
に
お
い
て
無
視
す
べ
か
ら
ざ

る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

（
一
四
）

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
世
代
目
の
袁
紹
や
袁
術
な
ど
に
つ
い
て

は
研
究
対
象
と
な
る
こ
と
は
多
い
も
の
の
、
後
漢
に
お
け
る
名
門
袁
氏
そ
れ
自
体
、

す
な
わ
ち
初
代
の
袁
安
か
ら
第
五
代
の
世
代
ま
で
を
対
象
と
し
て
後
漢
史
と
の
関

係
の
上
で
分
析
す
る
研
究
は
少
な
い
。

わ
ず
か
に
矢
野
主
税
と
山
崎
光
洋
の
研
究
が
確
認
で
き
る
が
、
両
者
の
問
題
意

（
一
五
）

（
一
六
）

識
も
、
漢
末
の
混
乱
期
、
初
期
曹
操
政
権
の
実
態
把
握
を
目
的
と
し
た
と
こ
ろ
に

由
来
し
て
お
り
、
後
漢
史
に
お
け
る
様
々
な
問
題
の
解
明
を
前
提
と
し
た
目
的
意

識
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
か
る
状
況
か
ら
、
後
漢
史
と
の
関
係
の
上
で

袁
氏
に
つ
い
て
再
考
す
べ
き
と
の
要
求
が
お
こ
る
の
は
必
然
と
さ
え
い
え
よ
う
。

か
か
る
問
題
意
識
の
上
に
た
っ
た
場
合
、
上
述
の
袁
氏
の
特
質
か
ら
、
後
漢
史

の
、
以
下
に
掲
げ
る
問
題
と
密
接
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
宰
相
を
輩
出

し
、
ま
た
個
々
人
の
在
任
期
間
も
長
期
の
場
合
が
多
く
、
政
治
的
問
題
に
影
響
を

与
え
る
時
期
も
長
い
こ
と
か
ら
、
政
治
史
の
解
明
に
関
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、

「
門
生
・
故
吏
」
が
多
い
と
い
っ
た
人
事
問
題
に
関
連
す
る
特
質
か
ら
は
、
人
事

制
度
を
中
心
と
し
た
中
央
官
僚
制
の
解
明
に
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で

は
後
漢
の
政
治
・
制
度
両
面
の
問
題
解
明
の
一
助
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
袁
氏
の

諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
、
如
上
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
の
基
礎
を
固
め
る
こ

と
を
目
標
と
す
る
。

汝南袁氏に関する二・三の問題
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第
一
章

陳
郡
・
汝
南
両
袁
氏
の
関
係
に
つ
い
て

第
一
節

両
袁
氏
の
系
譜

具
体
的
に
陳
郡
・
汝
南
両
袁
氏
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
簡
単
に
伝

承
上
の
袁
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
袁
氏
は
舜
の
子
孫
で
春
秋

陳
よ
り
出
る
と
さ
れ
、
こ
の
伝
承
は
古
い
も
の
で
は
『
史
記
』
や
碑
文
史
料
で
確

認
で
き
る
。
袁
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
、
代
表
的
な
、
一
定
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
史

（
一
七
）

料
は
『
新
唐
書
』
宰
相
世
系
表
（
以
下
、
宰
相
世
系
と
略
称
す
る
）
や
『
元
和
姓

纂
』
が
あ
る
。
ま
ず
宰
相
世
系
に
は
、

袁
氏
出
自
媯
姓
。
陳
胡
公
滿
生
申
公
犀
侯
、
犀
侯
生
靖
伯
庚
、
庚
生
季
子
惽
、

惽
生
仲
牛
甫
、
甫
生
聖
伯
順
、
順
生
伯
他
父
、
他
父
生
戴
伯
、
戴
伯
生
鄭
叔
、

鄭
叔
生
仲
爾
金
父
、
金
父
生
莊
伯
、
莊
伯
生
諸
、
字
伯
爰
、
孫
宣
仲
濤
塗
、

賜
邑
陽
夏
、
以
王
父
字
爲
氏
。
宣
仲
生
選
、
選
生
聲
子
突
、
突
生
惠
子
雅
、

雅
生
頗
、
奔
鄭
。
秦
末
、
裔
孫
告
辟
難
居
于
河
・
洛
之
閒
、
少
子
政
、
以
袁

爲
氏
。
九
世
孫
袁
生
生
玄
。
孫
幹
、
封
貴
鄕
侯
、
復
居
陳
郡
陽
夏
。
八
世
孫

良
、
二
子
昌
・
璋
。
昌
、
成
武
令
、
生
漢
司
徒
安
、
字
邵
公
。
三
子
賞
・
京

・
敞
。
京
、
蜀
郡
太
守
、
二
子
彭
・
湯
。
湯
字
仲
河
、
太
尉
・
安
國
康
侯
。

三
子
成
・
逢
・
隗
。
成
、
左
中
郎
、
生
紹
、
紹
中
子
熙
、
其
後
世
居
樂
陵
東

光
。
熙
裔
孫
令
喜
。

と
あ
る
よ
う
に
、
漢
代
ま
で
は
一
定
の
連
続
性
が
あ
る
系
譜
を
紹
介
し
て
い
る
。

ま
た
『
元
和
姓
纂
』
巻
四
の
袁
氏
の
項
で
は
、

媯
姓
、
舜
後
陳
胡
公
滿
之
後
。
胡
公
生
申
公
。
申
公
生
靖
伯
庚
。
庚
生
季
子

惽
。
惽
生
仲
牛
甫
。
甫
七
代
孫
莊
伯
、
生
諸
、
字
伯
爰
、
孫
宣
仲
濤
塗
、
以

王
父
字
爲
氏
。
代
爲
上
卿
。
字
或
作
爰
・
轅
、
其
實
一
也
。
轅
頗
十
一
代
孫

袁
生
。

と
あ
る
よ
う
に
轅
濤
塗
前
後
の
系
譜
に
つ
い
て
、
宰
相
世
系
と
ほ
ぼ
同
様
の
理
解

を
示
し
て
い
る
。
一
応
、
系
譜
上
は
繫
が
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
曖
昧
な

箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
轅
頗
ま
で
の
情
報
は
『
史
記
』
や
『
左
傳
』
で
も
確
認
で

き
る
の
で
、
轅
頗
以
前
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
史
料
に
基
づ
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
以
降
、
袁
良
に
至
る
ま
で
は
碑
文
史
料
で
も
確
認
で
き
、
ま
た
部
分

的
に
は
よ
り
詳
細
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
点
は
本
章
第
四
節
で
触
れ
る
。

宰
相
世
系
等
の
前
半
部
分
の
本
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
史
記
』
と
『
左
傳
』

で
は
若
干
異
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
概
ね
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
系

譜
の
漢
代
以
降
の
箇
所
に
つ
い
て
、
後
代
の
認
識
に
か
か
わ
る
重
大
な
問
題
が
あ

る
。
以
下
次
節
以
降
で
検
討
し
て
い
く
。

第
二
節

研
究
状
況

虞
舜
に
起
源
を
も
と
め
、
春
秋
陳
國
の
大
夫
轅
涛
塗
の
子
孫
を
称
す
る
中
国

古
代
中
世
の
名
族
袁
氏
は
、
宰
相
世
系
や
『
元
和
姓
纂
』
に
従
え
ば
、
同
じ
祖
を

も
つ
こ
と
に
な
る
。
前
漢
末
の
「
袁
良
」
な
る
人
物
よ
り
わ
か
れ
、
後
漢
の
初
め

頃
に
袁
安
が
汝
南
に
う
つ
り
す
ん
だ
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
袁
良
」
と
い
う
存
在

に
よ
っ
て
陳
郡
袁
氏
と
汝
南
袁
氏
は
同
族
と
さ
れ
る
。

当
該
時
期
の
名
族
に
つ
い
て
、
多
く
の
系
図
を
矢
野
主
税
と
王
伊
同
が
そ
れ
ぞ

（
一
八
）

（
一
九
）

れ
作
成
し
て
い
る
が
、
陳
郡
・
汝
南
袁
氏
に
つ
い
て
は
、
両
氏
と
も
宰
相
世
系
・

『
元
和
姓
纂
』
の
説
に
従
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
理
解
を
も
と
に
し
た
場
合
、
両

氏
の
系
図
に
共
通
す
る
が
、
明
ら
か
な
ズ
レ
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

袁
良
よ
り
わ
か
れ
て
袁
昌
以
下
の
系
統
が
汝
南
袁
氏
、
袁
璋
以
下
の
系
統
が
陳
郡

汝南袁氏に関する二・三の問題
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汝南袁氏に関する二・三の問題

袁
と
さ
れ
る
が
、
陳
郡
袁
氏
と
汝
南
袁
氏
の
世
代
に
二
代
分
の
ズ
レ
が
生
じ
て
し

ま
う
。
多
く
の
場
合
、
史
料
上
に
名
前
が
残
っ
て
お
り
、
『
後
漢
書
』
や
『
三
國

志
』
に
伝
が
存
在
す
る
者
も
多
く
、
そ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
そ
の
活
動
時
期
を
特

定
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
が
、
陳
郡
袁
氏
の
袁
璋
は
汝
南
袁
氏
の
袁
湯
の
世
代
、

陳
郡
袁
滂
は
汝
南
袁
逢
・
袁
隗
の
世
代
、
陳
郡
袁
渙
は
汝
南
袁
紹
の
世
代
に
該
当

す
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
問
題
に
つ
い
て
は
既
に
疑
問
視
さ
れ
、
ま
た
陳
勇
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
、

（
二
〇
）

（
二
一
）

汝
南
袁
氏
と
陳
郡
袁
氏
の
「
袁
良
」
は
同
姓
同
名
の
別
人
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
陳
勇
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
陳
郡
袁
氏
と
汝
南
袁
氏
の
関
係
性
を
否
定
す

る
こ
と
ま
で
は
で
き
な
い
と
考
え
る
の
で
、
氏
の
研
究
成
果
を
と
り
い
れ
つ
つ
若

干
補
足
を
加
え
な
が
ら
、
当
該
問
題
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
す
る
。

ま
ず
汝
南
袁
氏
の
「
袁
良
」
は
前
漢
末
、
後
漢
初
の
人
で
『
後
漢
書
』
列
伝
三

五
「
袁
安
伝
」
に
簡
単
な
経
歴
が
残
っ
て
お
り
、
活
動
時
期
に
つ
い
て
確
定
で
き

（
二
二
）

る
。
次
に
陳
郡
袁
氏
の
「
袁
良
」
に
つ
い
て
は
、
『
隸
釋
』
巻
六
「
國
三
老
袁
良

碑
」（
以
下
、「
袁
良
碑
」
と
す
る
）
に
詳
し
い
。
こ
の
碑
は
現
存
し
な
い
が
、『
隸

釋
』
に
よ
っ
て
中
身
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
碑
か
ら
、
子
と
し
て
袁
光
・
袁
騰

・
袁
璋
の
名
が
、
孫
と
し
て
袁
滂
、
袁
弘
の
名
が
伝
わ
る
。
ま
た
袁
良
の
没
年
お

よ
び
行
年
が
記
さ
れ
て
お
り
、
大
ま
か
な
年
代
特
定
は
可
能
で
あ
る
。

『
後
漢
書
』
中
に
、
陳
郡
袁
氏
関
係
者
の
伝
は
無
い
が
、
袁
騰
と
袁
滂
の
名
は

確
認
で
き
、
袁
滂
に
つ
い
て
は
『
後
漢
紀
』
に
多
少
の
情
報
が
残
っ
て
い
る
。
こ

（
二
三
）

れ
ら
を
も
と
に
、
宰
相
世
系
や
『
元
和
姓
纂
』
の
記
事
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
場
合
、

活
動
時
期
に
ズ
レ
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
他
に
も
残
存
す
る
い
く
つ
か
の

史
料
か
ら
、
陳
勇
は
、
陳
郡
袁
氏
の
「
袁
良
」
と
汝
南
袁
氏
の
「
袁
良
」
は
別
人

で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
汝
南
袁
氏
を
独
立
し
た
門
戸
と
し
て
理

解
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
考
え
る
の
は
、
陳
郡
・
汝
南
両
袁
氏
の
「
袁
良
」

が
同
姓
同
名
の
別
人
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
両
系
統
の
繋
が
り
が
否
定

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

第
三
節

陳
郡
・
汝
南
両
袁
氏
の
関
係

そ
れ
で
は
「
袁
良
」
が
同
姓
同
名
の
別
人
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
繋

が
り
が
無
い
と
は
言
え
な
い
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

そ
も
そ
も
両
系
統
の
繋
が
り
や
、
袁
安
よ
り
以
降
の
世
代
が
汝
南
に
移
り
住
ん

だ
と
す
る
史
料
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
『
元
和
姓
纂
』
巻
四
「
袁
氏
」
汝
南

の
項
の
記
事
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、

安
後
又
居
汝
南
、
至
紹
・
術
絶
矣
。

と
あ
る
。
袁
安
の
代
に
汝
南
に
居
住
し
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
か
の
如
き
表
現
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
唐
代
の
認
識
で
あ
る
が
、
か
か
る
認
識
が
形
成
さ
れ
る
根

拠
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
の
が
列
伝
三
五
「
袁
安
伝
」
に
あ
る
、

（
二
四
）

初
安
父
沒
、
母
使
安
訪
求
葬
地
、
道
逢
三
書
生
、
問
安
何
之
、
安
爲
言
其
故
。

生
乃
指
一
處
、
云
「
葬
此
地
、
當
世
爲
上
公
」
。
須
臾
不
見
、
安
異
之
。
於

是
遂
葬
其
所
占
之
地
、
故
累
世
隆
盛
焉
。
安
子
京
・
敞
最
知
名
。

と
の
記
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宰
相
世
系
・
『
元
和
姓
纂
』
に
の
み
袁
安
の

父
の
名
が
昌
で
あ
る
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
袁
昌
の
死
に
際
し
て
、
葬

地
を
探
し
求
め
さ
せ
た
と
い
う
。
こ
う
い
っ
た
記
事
は
単
純
に
信
じ
る
こ
と
は
で

き
な
い
し
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
内
容
も
葬
地
を
占
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を

も
っ
て
居
住
地
が
陳
郡
よ
り
移
っ
た
と
断
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
陳
郡

（
二
五
）

や
汝
南
郡
が
属
す
る
豫
州
や
そ
の
周
辺
地
域
に
は
大
き
な
山
・
川
等
の
自
然
の
障
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害
物
が
少
な
く
、
一
帯
に
広
く
分
布
す
る
姓
が
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
二
六
）

袁
氏
に
つ
い
て
言
え
ば
、
同
時
代
だ
け
で
も
、
汝
南
郡
の
汝
陽
県
と
慎
陽
県
、

（
二
七
）

潁
川
郡
や
隣
の
荊
州
南
陽
な
ど
に
確
認
で
き
る
。
同
様
に
許
氏
な
ど
で
も
汝
南
、

（
二
八
）

（
二
九
）

南
陽
、
潁
川
各
郡
に
分
布
が
確
認
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
許
氏
に
は
次
の
事
例
が

参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

許
氏
は
、
後
漢
に
お
い
て
は
汝
南
許
氏
が
著
名
で
あ
る
。
汝
南
許
氏
は
「
月
旦

評
」
の
許
劭
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
政
治
史
の
上
で
は
許
劭
の
祖
父
の
兄
の

系
統
が
重
要
で
、
そ
の
系
統
は
三
世
代
に
わ
た
っ
て
三
公
を
輩
出
し
て
い
る
。
こ

れ
は
袁
氏
、
楊
氏
に
次
ぐ
。
最
初
に
三
公
と
な
っ
た
許
敬
を
初
代
と
し
て
、
二
世

代
目
の
許
訓
・
許
栩
、
三
世
代
目
の
許
相
と
、
四
名
の
三
公
を
輩
出
し
て
お
り
、

人
数
で
言
え
ば
楊
氏
と
同
数
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
二
世
代
目
の
許
栩
は
、
潁
川
郾

の
人
と
さ
れ
る
。
許
栩
を
除
く
三
名
は
汝
南
平
輿
の
人
で
あ
り
、
本
籍
地
は
異
な

（
三
〇
）

る
。
そ
れ
で
は
何
故
、
こ
の
許
栩
を
汝
南
許
氏
に
含
め
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
そ

れ
は
『
魏
志
』
巻
二
三
「
和
洽
伝
」
注
引
『
汝
南
先
賢
傳
』
に
、

（
許
）
劭
宗
人
許
栩
、
沉
沒
榮
利
、
致
位
司
徒
。
舉
宗
莫
不
匍
匐
栩
門
、
承

風
而
驅
、
官
以
賄
成
、
惟
劭
不
過
其
門
。

と
の
記
事
に
よ
る
。
許
劭
の
「
宗
人
」
、
す
な
わ
ち
同
族
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
『
汝
南
先
賢
傳
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
同
族
の
多
く
が
許
栩
に
賄
賂
を

贈
っ
て
官
を
求
め
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
か
か
る
行
動
を
し
な
か
っ
た
許
劭
を

（
三
一
）

美
化
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
か
ら
、
割
り
引
い
て
考
え
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

高
級
官
僚
を
輩
出
し
た
場
合
は
、
そ
の
人
物
を
中
心
と
し
て
、
同
族
間
の
関
係
が

構
築
さ
れ
て
い
た
事
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
巨
大
な
宗
族
は
、
必
ず
し
も

緊
密
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
か
か
る
状
況
下
に

（
三
二
）

お
い
て
は
、
最
低
限
、
個
別
的
に
は
繋
が
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ま
た
平
輿
県
と
郾
県
は
、
隣
接
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
近
い
距
離
に
は

あ
る
。
な
お
平
輿
・
郾
間
と
汝
陽
・
陽
夏
間
も
ほ
ぼ
同
程
度
の
距
離
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
巨
大
な
宗
族
に
な
る
と
、
数
郡
を
ま
た
い
で
分
布
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。か

か
る
状
況
か
ら
考
え
る
に
、
汝
南
袁
氏
と
陳
郡
袁
氏
と
関
係
が
な
い
と
は
必

ず
し
も
言
え
ま
い
。
何
よ
り
現
行
『
後
漢
書
』
中
に
陳
郡
袁
氏
に
関
す
る
記
事
は

少
な
く
、
袁
宏
の
『
後
漢
紀
』
に
お
い
て
さ
え
、
司
徒
と
な
っ
た
袁
滂
に
関
す
る

情
報
は
極
め
て
少
な
い
。
後
漢
時
代
の
袁
氏
に
つ
い
て
、
『
後
漢
書
』
や
『
三
國

志
』
に
は
ほ
ぼ
陳
郡
袁
氏
に
関
す
る
記
事
は
な
く
、
『
後
漢
紀
』
に
僅
か
に
袁
滂

の
附
伝
が
あ
る
と
い
っ
た
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
後
漢
紀
』
巻
二
四
・
靈
帝
紀

・
光
和
二
年
二
月
丁
巳
條
「
袁
滂
附
伝
」
に
、

（
三
三
）

滂
字
公
熙
、
閎
之
孫
也
。
純
素
寡
欲
、
終
不
言
人
之
短
。
當
權
寵
之
盛
、

マ
マ

マ
マ

或
以
同
異
致
禍
、
滂
獨
中
立
於
朝
、
故
愛
憎
不
及
焉
。

と
み
え
る
。
『
後
漢
紀
』
の
撰
者
袁
宏
は
、
袁
滂
の
子
孫
を
称
し
て
い
る
。
正
確

に
は
袁
滂
の
子
、
す
な
わ
ち
魏
晉
南
北
朝
の
名
族
陳
郡
袁
氏
の
祖
と
さ
れ
る
魏
の

郎
中
令
袁
渙
の
来
孫
に
あ
た
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
僅
か
に
こ
れ
だ
け
の
情

（
三
四
）

報
し
か
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
漢
魏
や
両
晋
の
間
の
混
乱
期
に
、
子
孫
の
家
で
さ

え
も
先
祖
に
つ
い
て
の
正
確
な
情
報
が
残
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ

う
。そ

の
他
、
漢
末
に
帝
号
を
称
す
る
に
至
る
袁
術
は
、『
魏
志
』
巻
六
「
袁
術
伝
」

に
、

術
以
袁
姓
出
陳
、
陳
舜
後
、
以
土
承
火
、
得
應
運
之
次
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
春
秋
陳
國
と
の
関
係
が
あ
る
如
く
ふ
る
ま
っ
て
い
る
し
、
当
時
、

（
三
五
）

陳
郡
の
袁
渙
は
こ
の
幕
下
に
あ
っ
た
。
ま
た
袁
術
の
従
兄
袁
紹
の
下
に
、
同
族
と

（
三
六
）

し
て
袁
春
卿
な
る
者
が
あ
っ
た
。
こ
の
袁
春
卿
の
父
袁
元
長
は
交
州
に
難
を
避
け

（
三
七
）

て
い
た
と
い
う
が
、
こ
の
頃
、
汝
南
の
袁
忠
も
交
州
に
あ
り
、
ま
た
同
郡
の
許
靖

（
三
八
）

（
三
九
）

が
陳
國
の
袁
徽
と
交
阯
に
あ
っ
た
。
袁
元
長
と
袁
徽
が
同
一
人
物
で
あ
る
か
は
不

（
四
〇
）

明
だ
が
、
と
も
に
宗
族
を
ひ
き
つ
れ
て
南
下
し
て
い
る
。
確
証
は
得
な
い
が
、
い

く
つ
か
の
状
況
か
ら
、
少
な
く
と
も
汝
南
袁
氏
が
陳
よ
り
出
る
こ
と
は
、
後
漢
時

代
に
は
認
知
さ
れ
て
い
る
点
を
見
る
と
、
陳
郡
・
汝
南
両
袁
氏
が
同
宗
で
は
な
い
、

と
は
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

第
四
節

「
袁
良
碑
」
に
つ
い
て

加
え
て
「
袁
良
碑
」
に
基
づ
い
て
、
「
袁
良
碑
」
の
紹
介
と
前
節
の
見
解
に
つ

い
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。
な
お
「
袁
良
碑
」
は
欠
落
も
多
く
、
ま
た
判
読
不
可

能
な
文
字
も
多
い
。
「
袁
良
」
は
永
建
六
年
（
一
三
一
）
二
月
戊
辰
（
一
五
／
３

月
３
１
日
）
に
八
五
歳
で
卒
し
た
。
碑
の
建
立
者
と
し
て
孫
の
衞
尉
袁
滂
と
司
徒

掾
袁
弘
の
名
が
残
っ
て
い
る
。
袁
滂
は
靈
帝
期
に
三
公
と
な
っ
て
お
り
、
九
卿
に

（
四
一
）

あ
っ
た
の
は
、
早
け
れ
ば
桓
帝
末
か
ら
靈
帝
期
に
か
け
て
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

建
立
時
期
は
袁
良
が
卒
し
て
か
ら
三
、
四
〇
年
後
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
碑
の
冒

頭
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
（
□
内
は
欠
字
。
●
は
判
読
不
能
箇
所
。
）

君
諱
良
、
字
厚
卿
、
陳
國
扶
樂
人
也
。
厥
先
舜
苗
、
世
爲
封
君
。
周
之
興
、

虞
閼
父
典
陶
正
、
嗣
滿
爲
陳
侯
、
至
玄
孫
濤
塗
。
初
氏
父
立
、
立
姓
曰
袁
。

魯
僖
公
四
年
、
爲
大
夫
。
哀
十
一
年
、
頗
作
司
徒
。
其
末
或
適
齊
楚
、
而
袁

生
□
獨
留
陳
。
當
秦
之
亂
、
隱
居
河
洛
。
高
祖
破
項
、
寔
從
其
册
、
天
下
既

定
、
還
宅
扶
樂
。
孝
武
征
和
三
年
、
生
曾
孫
幹
、
斬
賊
公
先
勇
拜
黄
門
郎
、

封
關
內
侯
、
食
遺
鄕
六
百
戸
。
後
錫
金
紫
。
仙
脩
城
之
●
。
幹
薨
、
子
經

マ
マ

嗣
。
經
薨
、
子
山
嗣
。
傳
國
三
世
、
至
圭
榮
而
斷
。

「
君
の
諱
は
良
、
字
は
厚
卿
」
云
々
よ
り
は
じ
ま
り
、
虞
舜
よ
り
袁
幹
、
袁
經
、

袁
山
に
至
る
ま
で
の
簡
略
な
系
譜
が
紹
介
さ
れ
る
。
宰
相
世
系
等
の
史
料
に
は
袁

幹
ま
で
の
名
が
伝
わ
り
、
そ
の
「
八
世
孫
」
が
「
袁
良
」
と
さ
れ
る
。「
袁
良
碑
」

で
は
袁
幹
の
子
が
袁
經
、
袁
經
の
子
が
袁
山
で
、
三
世
に
わ
た
っ
て
貴
鄕
侯
の
爵

位
が
継
承
さ
れ
た
こ
と
が
伝
わ
る
な
ど
、
他
に
は
な
い
情
報
も
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
袁
山
の
曾
孫
が
袁
良
で
あ
る
と
い
う
。

こ
れ
に
続
い
て
袁
良
の
経
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
。

君
即
山
之
曾
孫
。
纘
神
明
之
洪
族
。
資
天
德
之
清
則
。
惇
綜
易
詩
、
而
悦
禮

樂
。
舉
孝
廉
、
郎
中
・
謁
者
・
將
作
大
匠
丞
・
相
令
・
廣
陵
太
守
。

こ
の
経
歴
中
で
、
注
目
す
べ
き
は
袁
良
の
習
得
し
た
学
問
、
「
惇
く
易
・
詩
を
綜

し
て
、
禮
樂
を
悦
ぶ
」
と
あ
る
点
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
汝
南
袁
氏
の
家
学
も
「
易
」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
単
独
の
情
報
か
ら
は
偶
然
性
も
強
い
よ
う
に
思
え
る
が
、

複
数
の
情
報
か
ら
総
合
的
に
考
え
て
、
陳
郡
・
汝
南
両
袁
氏
の
関
係
性
を
否
定
す

る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
る
。

第
二
章

汝
南
袁
氏
に
関
す
る
諸
問
題

第
一
節

後
漢
に
お
け
る
汝
南
袁
氏
の
位
置

続
い
て
汝
南
袁
氏
の
後
漢
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
一
般

に
「
四
世
三
公
」
と
の
語
に
よ
っ
て
、
言
い
表
さ
れ
る
汝
南
袁
氏
や
弘
農
楊
氏
で

あ
る
が
、
こ
の
あ
る
種
の
標
語
が
一
人
歩
き
し
、
袁
氏
や
楊
氏
が
後
漢
に
お
い
て
、
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如
何
な
る
特
異
性
を
有
す
る
の
か
、
明
確
な
根
拠
を
と
も
な
っ
て
理
解
さ
れ
て
い

る
と
は
、
必
ず
し
も
言
い
難
い
。
四
世
に
わ
た
り
三
公
を
輩
出
す
る
こ
と
が
ど
う

い
っ
た
意
味
を
持
つ
の
か
、
ま
た
ど
う
い
っ
た
価
値
が
あ
る
の
か
、
こ
う
い
っ
た

点
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

汝
南
袁
氏
や
弘
農
楊
氏
を
示
す
言
葉
と
し
て
、
「
東
京
名
族
」
や
「
四
世
居
三

公
」
、
袁
氏
の
場
合
「
四
葉
五
公
」
、
楊
氏
の
場
合
「
四
世
太
尉
」
と
い
っ
た
も

の
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
他
、
三
公
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
多
く
見
ら
れ
る
の

が
「
累
世
三
公
」
で
あ
る
。
こ
の
「
累
世
」
が
何
世
代
以
上
を
指
す
の
か
、
疑
問

と
な
る
点
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
漢
に
於
け
る
三
公
を
、
あ
る
程
度
相
対
化
し

て
み
た
場
合
、
自
然
と
明
ら
か
に
な
る
。

ま
ず
後
漢
で
三
公
を
一
人
で
も
輩
出
し
た
家
、
こ
れ
は
「
公
族
」
な
ど
と
称
さ

（
四
二
）

れ
る
が
、
公
族
は
次
の
如
く
、

（
四
三
）

南
陽
尹
氏
、
河
南
尹
氏
、
汝
南
袁
氏
、
陳
郡
袁
氏
、
太
原
王
氏
、
山
陽
王
氏
、

河
東
王
氏
、
西
河
王
氏
、
漁
陽
王
氏
、
樂
安
歐
陽
氏
、
九
江
夏
氏
、
陳
留
郭

氏
、
馮
翊
郭
氏
、
南
陽
郭
氏
、
沛
國
桓
氏
、
馮
翊
桓
氏
、
南
陽
韓
氏
、
潁
川

韓
氏
、
會
稽
許
氏
、
汝
南
許
氏
、
梁
國
橋
氏
、
京
兆
玉
氏
、
陳
留
虞
氏
、
南

陽
邢
氏
、
南
郡
胡
氏
、
南
陽
呉
氏
、
河
南
呉
氏
、
江
夏
黄
氏
、
河
南
黄
氏
、

河
南
侯
氏
、
魯
國
孔
氏
、
安
定
皇
甫
氏
、
河
内
蔡
氏
、
琢
郡
崔
氏
、
沛
國
施

氏
、
山
陽
司
馬
氏
、
沛
國
朱
氏
、
會
稽
朱
氏
、
京
兆
朱
氏
、
九
江
朱
氏
、
廬

江
周
氏
、
南
陽
周
氏
、
中
山
祝
氏
、
潁
川
荀
氏
、
濟
南
淳
于
氏
、
沛
國
徐
氏
、

南
陽
任
氏
、
梁
國
盛
氏
、
汝
南
宣
氏
、
南
陽
宗
氏
、
京
兆
宋
氏
、
沛
國
曹
氏
、

泰
山
巣
氏
、
北
海
孫
氏
、
淸
河
戴
氏
、
京
兆
第
五
氏
、
南
陽
卓
氏
、
武
威
段

氏
、
河
南
种
氏
、
趙
國
張
氏
、
河
内
張
氏
、
南
陽
張
氏
、
常
山
張
氏
、
犍
爲

張
氏
、
京
兆
張
氏
、
河
閒
張
氏
、
汝
南
張
氏
、
蜀
郡
趙
氏
、
南
陽
趙
氏
、
下

邳
趙
氏
、
下
邳
陳
氏
、
東
海
陳
氏
、
沛
國
陳
氏
、
汝
南
陳
氏
、
廬
江
陳
氏
、

沛
國
丁
氏
、
潁
川
丁
氏
、
會
稽
鄭
氏
、
河
内
杜
氏
、
扶
風
杜
氏
、
弘
農
鄧
氏
、

南
陽
鄧
氏
、
隴
西
董
氏
、
潁
川
唐
氏
、
河
南
陶
氏
、
泰
山
馬
氏
、
南
陽
馬
氏
、

扶
風
馬
氏
、
南
陽
樊
氏
、
沛
國
范
氏
、
魏
郡
馮
氏
、
南
陽
馮
氏
、
琅
邪
伏
氏
、

沛
國
聞
人
氏
、
上
黨
鮑
氏
、
河
南
龐
氏
、
淸
河
房
氏
、
北
海
牟
氏
、
河
南
孟

氏
、
弘
農
楊
氏
、
南
陽
來
氏
、
汝
南
李
氏
、
東
萊
李
氏
、
漢
中
李
氏
、
潁
川

李
氏
、
南
陽
李
氏
、
彭
城
劉
氏
、
東
萊
劉
氏
、
東
海
劉
氏
、
南
陽
劉
氏
、
沛

國
劉
氏
、
河
閒
劉
氏
、
長
沙
劉
氏
、
弘
農
劉
氏
、
平
原
劉
氏
、
河
南
呂
氏
、

河
東
梁
氏
、
扶
風
魯
氏

と
一
一
八
家
に
の
ぼ
る
。
さ
ら
に
同
宗
よ
り
二
名
以
上
の
三
公
を
輩
出
し
た
家
と

な
る
と
、
次
の
如
く
な
る
。
（
な
お
「
‐
」
は
連
続
し
た
場
合
、
「･

･
･

」
は
孫
や

（
四
四
）

曾
孫
な
ど
世
代
に
間
隔
が
あ
る
も
の
、
「
・
」
は
同
排
行
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
）

河
南
尹
氏
（
尹
睦
‐
尹
頌
）
、
汝
南
袁
氏
（
袁
安
‐
袁
敞
‐
袁
湯
‐
袁
逢
・

袁
隗
‐
袁
紹
）
、
山
陽
王
氏
（
王
龔
‐
王
暢
）
、
潁
川
韓
氏
（
韓
棱
…
韓
演
）
、

汝
南
許
氏
（
許
敬
‐
許
訓
・
許
栩
‐
許
相
）
、
陳
留
虞
氏
（
虞
延
‐
虞
放
）
、

江
夏
黄
氏
（
黄
瓊
…
黄
琬
）
、
廬
江
周
氏
（
周
景
‐
周
忠
）
、
京
兆
宋
氏
（
宋

弘
‐
宋
由
）
、
沛
國
曹
氏
（
曹
嵩
‐
曹
操
）
、
河
南
种
氏
（
种
暠
‐
种
拂
）
、

河
內
張
氏
（
張
歆
‐
張
延
）
、
京
兆
張
氏
（
張
純
‐
張
奮
）
、
汝
南
張
氏
（
張

酺
…
張
濟
・
張
喜
）
、
蜀
郡
趙
氏
（
趙
戒
‐
趙
謙
・
趙
溫
）
、
南
陽
馮
氏
（
馮

魴
‐
馮
石
）
、
琅
邪
伏
氏
（
伏
湛
…
伏
恭
）
、
弘
農
楊
氏
（
楊
震
‐
楊
秉
‐

楊
賜
‐
楊
彪
）
、
漢
中
李
氏
（
李
郃
‐
李
固
）
、
彭
城
劉
氏
（
劉
愷
‐
劉
茂
）
、

沛
國
劉
氏
（
劉
光
‐
劉
矩
）

と
二
一
家
と
な
り
、
大
幅
に
減
る
。
う
ち
、
二
世
代
以
上
続
け
て
三
公
を
輩
出
し

（
四
五
）

て
い
る
の
は
、
一
七
家
で
、
他
は
一
代
あ
い
だ
が
あ
く
。
こ
の
中
で
三
名
以
上
の
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三
公
を
輩
出
し
て
い
る
の
は
僅
か
に
汝
南
袁
氏
、
汝
南
許
氏
、
汝
南
張
氏
、
蜀
郡

趙
氏
、
弘
農
楊
氏
の
五
家
の
み
で
あ
る

。
ま
た
三
世
代
以
上
の
三
公
を
輩
出
し

て
い
る
家
と
な
る
と
、
汝
南
袁
氏
、
汝
南
許
氏
、
弘
農
楊
氏
の
三
家
の
み
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
世
代
続
い
た
と
い
う
三
公
家
が
圧
倒
的
に
多
く
、「
累
世
三
公
」

と
は
二
代
続
け
ば
こ
れ
に
該
当
す
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
累
世
三
公
と
い
う
だ

け
で
も
、
相
当
特
殊
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
し
、
人
数
に
し
て
も
世
代

に
し
て
も
、
こ
れ
ら
よ
り
多
い
家
は
極
め
て
特
殊
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
実
質
的
価
値
を
失
っ
た
獻
帝
期
を
例
外
と
し
た
場
合
、
黄
氏
や
周
氏
、

曹
氏
、
种
氏
、
趙
氏
と
い
っ
た
五
氏
は
こ
れ
に
該
当
し
な
く
な
る
。
楊
彪
も
獻
帝

期
の
三
公
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
、
実
質
的
に
四
世
三
公
と
い
え
る
の
は
汝
南

袁
氏
と
な
り
、
三
世
三
公
が
楊
氏
、
許
氏
と
い
っ
た
具
合
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に

三
公
を
相
対
化
し
て
み
た
場
合
、
袁
氏
は
き
わ
め
て
特
異
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
節

家
学
に
つ
い
て

後
漢
の
官
僚
家
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
家
学
が
あ
っ
た
。
時
代
が
く
だ
る
に
つ
れ
て

一
経
専
修
か
ら
、
複
数
の
経
学
習
得
や
古
文
の
修
得
、
「
博
學
」
と
い
っ
た
傾
向

が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
後
漢
前
期
よ
り
官
僚
家
で
あ
っ
た
袁
氏
も
代
々
の
家

学
が
あ
っ
た
。
こ
の
袁
氏
の
家
学
を
め
ぐ
っ
て
は
、
若
干
議
論
が
あ
る
の
で
検
討

し
て
お
き
た
い
。

袁
氏
の
家
学
は
「
孟
氏
易
」
で
、
前
漢
孟
喜
の
解
釈
に
よ
る
『
易
』
学
の
一
派

で
あ
る
。
後
漢
の
『
易
』
学
の
中
で
は
孟
氏
易
と
京
氏
易
が
主
流
で
あ
っ
た
。
さ

て
こ
の
袁
氏
の
家
学
を
め
ぐ
っ
て
は
、
い
く
つ
か
の
見
解
が
あ
る
。

ま
ず
家
学
習
得
に
み
ら
れ
る
学
者
的
傾
向
を
重
視
し
た
の
が
矢
野
主
税
で

あ
る
。
矢
野
は
、
袁
氏
第
三
世
代
ま
で
の
、
学
者
的
傾
向
を
特
徴
と
し
て
あ
げ
、

（
四
六
）

重
視
し
て
い
る
。
た
だ
関
心
事
は
「
寄
生
官
僚
論
」
に
関
係
す
る
「
富
奢
」
の
問

（
四
七
）

題
や
「
清
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
四
世
代
目
以
降
に
つ
い
て
は
深
く
は

言
及
し
て
お
ら
ず
、
学
者
的
傾
向
に
つ
い
て
の
第
三
世
代
も
し
く
は
第
四
世
代
以

前
と
以
降
の
違
い
に
つ
い
て
い
か
に
理
解
し
て
い
た
か
は
判
然
と
し
な
い
。

続
い
て
山
崎
光
洋
の
見
解
は
よ
り
踏
み
込
ん
で
、
第
四
世
代
以
降
に
学
者
的
傾

（
四
八
）

向
が
な
く
な
り
、
第
三
世
代
以
前
が
「
築
い
た
名
族
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
に
よ
っ
て

官
位
を
取
得
し
た
」
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
列
伝
三
五
「
袁
安
伝
」
に
附
随

す
る
袁
隗
・
袁
逢
の
附
伝
や
、
列
伝
六
四
上
「
袁
紹
伝
」
、
列
伝
六
五
「
袁
術
伝
」

お
よ
び
『
魏
志
』
巻
六
の
袁
紹
・
袁
術
両
伝
の
記
述
に
基
づ
く
理
解
で
あ
る
が
、

史
料
批
判
的
観
点
か
ら
い
っ
て
疑
問
が
残
る
の
で
、
再
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る

だ
ろ
う
。

先
行
研
究
の
多
く
で
用
い
ら
れ
る
史
料
で
は
あ
る
が
、
行
論
上
必
要
で
あ
る
た

め
引
用
す
る
。
以
下
、
『
後
漢
書
』
列
伝
三
五
「
袁
安
伝
」
、
列
伝
六
四
上
「
袁

紹
伝
」
、
列
伝
六
五
「
袁
術
伝
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

袁
安

祖
父
良
、
習
孟
氏
易
・
・
・
安
少
傳
良
學
。

、
、
、
、

、
、
、

袁
京

習
孟
氏
易
、
作
『
難
記
』
三
十
萬
言
。
初
拜
郎
中
、
稍
遷
侍
中
、
出
爲
蜀
郡

、
、
、
、

太
守
。

袁
敞

少
傳
易
經
教
授
、
以
父
任
爲
太
子
舍
人
。

、
、
、

袁
京
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少
傳
父
業
、
歷
廣
漢
・
南
陽
太
守
。
順
帝
初
、
爲
光
祿
勳
。
行
至
清
、
爲
吏

、
、
、

麤
袍
糲
食
、
終
於
議
郎
。

袁
湯

少
傳
家
學
、
諸
儒
稱
其
節
、
多
歷
顯
位
。

、
、
、

袁
逢

以
累
世
三
公
子
、
寬
厚
篤
信
、
著
稱
於
時
。

袁
隗

少
歷
顯
官
、
先
逢
爲
三
公
。
時
中
常
侍
袁
赦
、
隗
之
宗
也
、
用
事
於
中
。
以

逢
・
隗
世
宰
相
家
、
推
崇
以
爲
外
援
。
故
袁
氏
貴
寵
於
世
、
富
奢
甚
、
不
與

它
公
族
同
。

袁
紹

紹
少
爲
郎
、
除
濮
陽
長
、
遭
母
憂
去
官
。
三
年
禮
竟
、
追
感
幼
孤
、
又
行
父

服
。
服
闋
、
徙
居
洛
陽
。
紹
有
姿
貌
威
容
、
愛
士
養
名
。
既
累
世
台
司
、
賓

客
所
歸
、
加
傾
心
折
節
、
莫
不
爭
赴
其
庭
、
士
無
貴
賤
、
與
之
抗
禮
、
輜
軿

柴
轂
、
填
接
街
陌
。

袁
術

司
空
逢
之
子
也
。
少
以
俠
氣
聞
、
數
與
諸
公
子
飛
鷹
走
狗
、
後
頗
折
節
。
舉

孝
廉
、
累
遷
至
河
南
尹
・
虎
賁
中
郎
將
。

袁
閎

少
勵
操
、
苦
身
脩
節
。

こ
れ
ら
の
記
述
を
も
と
に
、
家
学
の
習
得
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
一
部
碑

文
史
料
が
あ
る
の
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
『
後
漢
書
』
も
し
く
は
『
三
國
志
』
の

記
述
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
先
学
の
指
摘
す
る
通
り
、
袁
安
・
袁
京
・
袁
敞
・

袁
彭
・
袁
湯
等
に
は
、
「
習
孟
氏
易
」
、
「
傳
父
業
」
、
「
傳
易
經
」
、
「
傳
家
學
」
も

し
く
は
「
授
易
孟
氏
學
」
（
「
袁
安
碑
」
、
「
袁
敞
碑
」
）
等
の
文
言
が
見
え
、
そ
れ

以
降
の
世
代
に
は
見
え
な
い
。
家
学
の
習
得
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
こ
の
点
だ

け
を
見
れ
ば
、
確
か
に
山
崎
の
理
解
は
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
現
行
、

范
瞱
の
『
後
漢
書
』
の
当
該
箇
所
は
、
『
後
漢
紀
』
と
比
較
す
れ
ば
わ
か
る
が
、

袁
逢
・
袁
隗
の
記
事
は
『
後
漢
紀
』
や
そ
れ
に
先
行
す
る
范
瞱
以
前
の
各
種
『
後

漢
書
』
に
拠
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
袁
湯
以
前
の
世
代
の
記
事
を
編
む
際
に
依
拠

（
四
九
）

し
た
史
料
と
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
な
に
よ
り
袁
安
・
袁
敞
あ
る
い
は

袁
紹
・
袁
術
を
除
い
て
、
情
報
量
が
圧
倒
的
に
少
な
い
。
以
上
の
点
に
留
意
し
な

い
比
較
で
は
、
史
料
か
ら
異
な
っ
た
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。

特
に
袁
逢
・
袁
隗
の
記
事
に
は
、
肝
心
の
昇
進
過
程
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
山

崎
の
言
う
よ
う
に
、
「
名
族
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
で
官
位
を
取
得
し
た
」
と
は
言
い

切
れ
な
い
し
、
人
事
制
度
上
の
根
拠
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

（
五
〇
）

さ
ら
に
史
料
上
か
ら
の
批
判
と
し
て
は
、『
蔡
中
郎
集
』
巻
九
「
袁
滿
來
碑
銘
」

（
五
一
）

に
、

太
尉
公
之
孫
、
司
徒
公
之
子
。
逸
材
淑
姿
、
實
天
所
受
。
聰
遠
通
敏
、
越
齠

齔
在
闕
、
明
習
易
學
、
從
誨
如
流
。
百
家
衆
氏
、
遇
目
能
識
。
事
不
再
擧
、

、
、
、
、

問
一
及
三
、
具
始
知
終
。

と
あ
る
通
り
、
「
易
學
」
の
習
得
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
袁
滿
來
は
袁
湯
の
孫
、
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袁
隗
の
子
、
す
な
わ
ち
袁
氏
の
第
五
世
代
に
あ
た
る
。
一
次
史
料
に
よ
っ
て
も
山

崎
の
理
解
は
否
定
さ
れ
よ
う
。

加
え
て
列
伝
六
四
上
「
袁
紹
伝
」
建
安
元
年
の
章
に
、

臣
備
公
族
子
弟
、
生
長
京
輦
、
頗
聞
俎
豆
、
不
習
干
戈
。
加
自
乃
祖
先
臣
以

來
、
世
作
輔
弼
、
咸
以
文
德
盡
忠
。

と
も
み
え
る
。
孟
氏
易
を
習
得
し
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
学

問
的
背
景
を
有
す
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
「
博
陵
相
袁
博
碑
」

（
五
三
）

に
（□

は
欠
字
）
、

常
以
易
・
詩
・
尚
書
授
、
訓
誨
不
倦
、
□
其
食
弗
食
、
非
其
服
弗
服
、
羣
儒

、
、

、

、
、
、

駿
賢
、
朋
徒
自
遠
、
有
韓
魏
之
家
、
自
視
欿
然
、
得
士
若
□
、
聞
善
若
驚
、

思
純
履
勁
、
經
德
不
回
、
學
優
則
仕
、
歷
郡
席
坐
、
再
辟
司
隸
。

と
あ
る
よ
う
に
、
易
・
詩
・
尚
書
を
教
授
し
た
旨
が
か
か
れ
、
当
代
に
多
く
み
ら

（
五
四
）

れ
る
美
辞
麗
句
が
な
ら
ぶ
。
こ
の
袁
博
は
、
袁
敞
の
子
で
袁
盱
の
兄
弟
と
思
わ
れ
、

安
帝
期
か
ら
桓
帝
期
頃
に
か
け
て
官
界
に
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
彼
は
第

（
五
五
）

三
世
代
に
あ
た
る
が
、
活
動
時
期
は
第
三
・
第
四
世
代
の
中
間
に
あ
た
る
。
ま
た

易
の
他
に
経
学
を
習
得
す
る
と
い
う
点
は
、
同
時
期
の
官
僚
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、

家
学
に
加
え
て
、
他
の
経
学
を
習
得
す
る
と
い
う
傾
向
と
も
一
致
す
る
。

（
五
六
）

以
上
の
如
く
、
孟
氏
易
の
習
得
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
初
代
袁
安
よ
り
五
世
代

目
に
至
る
ま
で
変
る
こ
と
な
く
、
習
得
・
伝
承
は
行
わ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
本
節
冒
頭
で
紹
介
し
た
山
崎
の
理
解
、
す
な
わ
ち
「
名
族
と
い
う
レ
ッ
テ

ル
に
よ
っ
て
官
位
を
取
得
し
た
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
は
袁
逢
の
記

述
で
あ
ろ
う
。
特
に
袁
逢
の
「
累
世
三
公
子
」
と
の
箇
所
に
注
目
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
そ
の
後
に
「
寬
厚
篤
信
」
と
続
い
て
お
り
、
「
時
に
稱
を
著
し
た
」
理

由
の
う
ち
前
半
の
部
分
で
の
み
の
見
解
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
山
崎
の
如

く
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
節

袁
成
と
袁
逢

袁
氏
の
第
四
世
代
目
、
袁
湯
の
子
の
世
代
に
は
袁
湯
の
家
の
後
継
を
め
ぐ
っ
て

混
乱
が
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
後
の
袁
紹
・
袁
術
の
対
立
の
遠
因
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
当
該
問
題
と
袁
紹
・
袁
術
の
対
立
が
関
連
性
を
も
っ
て
着

目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
歴
史
的
変
遷
を
整
理
し
た
上
で
、
少
し
く

当
該
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ま
ず
袁
紹
の
父
が
、
袁
成
で
あ
る
か
袁
逢
で
あ
る
か
の
説
が
存
在
す
る
点
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
説
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
最
も
古
い
史
料
と
、
そ

れ
ぞ
れ
の
説
を
採
用
し
て
い
る
者
を
示
す
。
前
者
は
『
魏
志
』
巻
六
「
袁
紹
伝
」

注
引
、
王
粲
『
英
雄
記
』
、
後
者
は
『
魏
志
』
巻
六
「
袁
紹
伝
」
注
引
、
王
沈
『
魏

書
』
で
あ
る
。
『
英
雄
記
』
で
は
、

紹
生
而
父
死
、
二
公
愛
之
。
幼
使
爲
郎
、
弱
冠
除
濮
陽
長
、
有
清
名
。
遭
母

喪
、
服
竟
、
又
追
行
父
服
、
凡
在
冢
廬
六
年
。

と
す
る
。
現
行
『
後
漢
書
』
の
范
瞱
や
『
後
漢
紀
』
の
袁
宏
は
こ
の
立
場
を
と
り
、

清
朝
の
考
証
学
者
洪
亮
吉
も
こ
の
立
場
を
と
る
。
ま
た
『
三
國
志
』
の
陳
壽
は
、

袁
紹
伝
で
は
明
確
な
判
断
を
示
し
て
い
な
い
が
、
袁
術
伝
を
見
る
限
り
、
こ
ち
ら

の
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

続
い
て
王
沈
『
魏
書
』
で
は
、
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逢
之
庶
子
、
術
異
母
兄
也
。
出
後
成
爲
子
。

と
し
、
袁
逢
の
庶
子
と
し
て
い
る
。
散
逸
し
た
『
後
漢
書
』
の
袁
山
松
も
こ
の
立

（
五
七
）

場
を
と
る
。
こ
の
立
場
を
取
る
場
合
、
『
魏
志
』
巻
八
「
公
孫
瓚
伝
」
注
引
『
典

略
』
の
「
瓚
表
紹
罪
状
」
に
あ
る
、

春
秋
之
義
、
子
以
母
貴
。
紹
母
親
爲
婢
使
、
紹
實
微
賤
、
不
可
以
爲
人
後
、

以
義
不
宜
、
乃
據
豐
隆
之
重
任
、
忝
污
王
爵
、
損
辱
袁
宗
、
紹
罪
九
也
。

と
の
記
載
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
「
瓚
表
紹
罪
状
」
で
言
わ
れ

る
の
は
母
の
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
の
立
場
に
た
っ
て
も
矛
盾
が
発
生

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
単
独
で
考
え
て
も
結
論
は
で
な
い
の
だ
が
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
父
親
の
代
に
ど
う
い
っ
た
問
題
が
お
こ
っ
て
い
た
か

を
考
え
れ
ば
一
定
の
解
決
策
は
見
い
だ
せ
る
と
考
え
る
。

そ
れ
で
は
袁
氏
の
第
四
世
代
目
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
第
三
世
代
目
で
あ
る
太

尉
・
安
國
亭
侯
の
袁
湯
の
子
は
一
二
人
で
あ
っ
た
。
汝
南
袁
氏
の
系
図
を
作
成
し

（
五
八
）

た
の
で
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
世
代
で
名
が
伝
わ
る
の
は
四
人
で
、
こ
の
兄
弟
に
つ
い
て
『
魏
志
』
巻
六
「
袁

紹
伝
」
注
引
、
華
嶠
『
後
漢
書
』
に
は
、

湯
四
子
。
長
子
平
、
平
弟
成
、
左
中
郎
將
。
並
早
卒
。
成
弟
逢
、
逢
弟
隗
、

皆
爲
公
。

と
あ
る
。
袁
平
・
袁
成
は
早
く
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
が
、
列
伝
三
五
「
袁
安
伝

附
袁
成
伝
」
で
は
、

湯
長
子
成
、
左
中
郎
。
早
卒
、
次
子
逢
嗣
。

と
な
っ
て
い
る
。
袁
平
は
官
位
に
つ
い
た
史
料
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
相
当
早
く
に

死
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
袁
成
は
「
長
子
」
と
い
う
扱
い
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
、

あ
る
程
度
壮
年
期
ま
で
生
き
て
い
た
。
実
際
、
『
英
雄
記
』
か
ら
大
將
軍
梁
冀
と

の
交
際
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
っ
て
い
る
し
、
官
も
左
中
郎
將
ま
で
至
っ
て
い
る
こ

（
五
九
）

と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
『
後
漢
書
』
の
記
事
に
従
え
ば
、
本
来
、
安
國
亭

侯
を
嗣
ぐ
の
は
袁
成
で
あ
っ
た
が
、
袁
湯
が
長
寿
で
あ
っ
た
の
と
、
袁
湯
よ
り
先

に
卒
し
た
た
め
、
次
子
の
袁
逢
が
嗣
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
本
来
、
袁
湯

の
「
嗣
」
た
る
家
が
袁
成
の
家
か
ら
袁
逢
の
家
と
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
『
英
雄

記
』
に
あ
る
よ
う
に
、
二
公
（
袁
逢
・
袁
隗
）
が
「
之
を
愛
し
」
た
た
め
、
袁
紹

は
一
種
の
任
子
に
よ
っ
て
郎
中
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
状
況
か
ら
、
本
来
の
爵
位
継
承
家
と
、
実
際
の
爵
位
継
承
家
間
の
問
題

が
発
生
し
た
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
初
平
元
年
、
袁
隗
及
び
安
國
亭
侯
の

爵
位
を
嗣
い
だ
袁
基
が
董
卓
に
殺
害
さ
れ
た
際
の
袁
術
の
対
立
意
識
も
理
解
で

き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
袁
氏
宗
族
の
長
と
安
國
亭
侯
の
嗣
の
家
の
対
立
で
あ
る
。

（
六
〇
）

袁
隗
・
袁
基
の
死
後
、
『
魏
志
』
巻
六
「
袁
紹
伝
」
に
あ
る
、

（
董
）
卓
聞
紹
得
關
東
、
乃
悉
誅
紹
宗
族
太
傅
隗
等
。
當
是
時
、
豪
俠
多
附

紹
、
皆
思
爲
之
報
、
州
郡
蠭
起
、
莫
不
假
其
名
。

と
の
状
態
を
招
来
す
る
が
、
こ
れ
は
袁
紹
が
袁
氏
宗
族
の
長
と
し
て
認
知
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
袁
術
は
袁
氏
宗
族
の
代
表
と
は

み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
安
國
亭
侯
の
家
筋
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
爵
位
を
嗣
い
だ

袁
基
は
殺
害
さ
れ
、
そ
の
兄
弟
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
袁
術
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
獻
帝
の
立
場
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
対
立
の
前
に
は
、
か
か
る
対
立
意
識
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が
、
す
で
に
父
親
の
世
代
か
ら
内
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
四
節

袁
紹
の
生
没
年

前
節
に
関
連
し
て
袁
紹
の
生
没
年
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
袁

紹
の
没
年
に
つ
い
て
は
詳
細
な
情
報
が
残
っ
て
い
る
。
『
後
漢
紀
』
巻
二
九
「
獻

帝
紀
」
建
安
七
（
二
〇
二
）
年
の
條
に
は
、

七
年
夏
五
月
庚
戌
、
袁
紹
發
病
死
。

と
あ
る
通
り
、
亡
く
な
っ
た
月
日
ま
で
判
明
し
て
い
る
。
行
年
は
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
袁
氏
に
は
名
や
字
の
つ
け
方
に
、
特
徴
的
な
方
法
が
あ
る
よ
う
で
、
こ
れ

を
手
懸
か
り
と
し
て
生
年
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
袁
紹
の
名
は
「
紹
」
、

字
は
「
本
初
」
で
あ
り
、
一
見
、
名
と
字
に
関
係
性
は
な
い
。
ま
た
宗
族
の
同
排

行
の
者
に
共
通
し
た
字
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
も
う
少
し
後
の
時
期
か

ら
で
あ
る
し
、
袁
氏
の
同
世
代
に
、
か
か
る
特
徴
は
見
い
だ
せ
な
い
。
字
義
に
つ

い
て
は
、
「
紹
」
は
「
繼
」
ぐ
こ
と
、
本
初
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ

後
漢
時
代
、
年
号
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
質
帝
劉
纘
の
年

号
で
あ
る
。
質
帝
は
前
年
に
即
位
し
、
こ
の
本
初
元
年
閏
六
月
に
崩
御
し
て
い
る

た
め
、
同
年
号
は
一
年
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
本
初
元
年

の
生
ま
れ
と
す
る
の
は
性
急
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
同
族
内
の
事
例
か
ら
考

え
て
み
た
い
。

袁
紹
の
伯
父
に
あ
た
る
袁
賀
は
字
を
元
服
と
い
う
（
列
伝
三
五
「
袁
安
伝
附
袁

閎
伝
」
）
。
彼
の
名
と
字
の
由
来
に
つ
い
て
『
風
俗
通
義
』
巻
二
・
正
失
「
彭
城

相
袁
元
服
」
謹
按
に
、

（
六
一
）

元
服
名
賀
、
汝
南
人
也
。
祖
父
名
原
爲
侍
中
、
安
帝
始
加
元
服
、
百
官
會

マ
マ

賀
、
臨
嚴
、
垂
出
、
而
孫
適
生
、
喜
其
加
會
、
因
名
曰
賀
、
字
元
服
。

と
あ
る
よ
う
に
、
慶
事
に
由
来
し
て
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
代
の

名
付
け
方
の
方
法
と
し
て
列
伝
五
四
「
趙
岐
伝
」
に
、

趙
岐
字
邠
卿
、
京
兆
長
陵
人
也
。
初
名
嘉
、
生
於
御
史
臺
、
因
字
臺
卿
、
後

避
難
、
故
自
改
名
字
、
示
不
忘
本
土
也
。

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
祖
父
や
父
の
慶
事
乃
至
役
職
に
因
ん
で
名
・
字
を
つ
け
る

こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
初
元
年
に
あ
っ
た

袁
氏
の
慶
事
を
見
る
と
、
質
帝
が
崩
御
し
た
歳
で
は
あ
っ
た
が
、
祖
父
の
袁
湯
が

三
公
と
な
り
、
ま
た
質
帝
定
策
の
功
を
以
て
安
國
亭
侯
に
封
爵
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

袁
湯
は
袁
氏
で
初
め
て
封
爵
さ
れ
た
。

な
お
周
知
の
通
り
、
順
帝
に
は
実
子
の
沖
帝
が
あ
っ
た
が
、
沖
帝
は
即
位
翌
年

に
崩
御
し
、
他
に
子
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
外
藩
の
章
帝
千
乘
王
系
の
渤
海
王
鴻

の
子
纘
が
即
位
し
た
。
い
わ
ば
皇
統
を
「
紹
」
ぐ
形
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
事
か
ら
す
れ
ば
、
袁
紹
の
字
、
「
本
初
」
と
は
、
こ
の
本
初
元
年
の
事
を
、

こ
の
歳
、
よ
り
正
確
に
は
質
帝
崩
御
の
閏
六
月
甲
申
（
一
／
７
月
２
６
日
）
以
前

に
生
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
袁
紹
の
生
沒
年
は
本
初

元
（
一
四
六
）
年
か
ら
建
安
七
（
二
〇
二
）
年
五
月
庚
戌
（
二
一
／
６
月
２
８
日
）

と
考
え
ら
れ
る
。

仮
に
、
こ
の
生
年
で
袁
紹
の
経
歴
に
あ
て
は
め
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
場
合
、
桓
帝
末
か
ら
靈
帝
初
に
か
け
て
服
喪
し
た
こ
と
に
な
る
。
黄
巾
の
頃
、

大
將
軍
に
辟
召
さ
れ
高
第
に
挙
げ
ら
れ
て
侍
御
史
と
な
っ
た
時
期
は
、
丁
度
四
〇

（
六
二
）

歳
前
後
と
な
る
。
公
府
に
辟
召
さ
れ
る
時
期
は
概
ね
四
〇
前
後
で
あ
り
、
そ
の
点
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で
も
丁
度
一
致
す
る
。

（
六
三
）

な
お
石
井
仁
は
、
袁
紹
の
年
齢
に
つ
い
て
曹
操
と
「
十
歳
ち
か
く
年
長
」
と
推

測
し
て
い
た
が
、
本
節
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
袁
紹
と
曹
操

（
六
四
）

の
年
齢
差
は
九
歳
と
な
り
、
石
井
の
推
定
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
汝
南
袁
氏
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
本
稿
で

明
ら
か
に
し
え
た
点
に
つ
い
て
要
約
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
陳
郡
・
汝
南
両
袁
氏
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
、
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
陳
郡
と
汝
南
の
「
袁
良
」
は
別
人
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
両
系

統
の
関
係
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
ま
た
第
二
章
で
は
「
四
世
三

公
」
の
実
態
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
細
か
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
政

治
史
や
制
度
史
を
考
え
る
上
で
一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

家
学
に
つ
い
て
は
、
袁
氏
第
三
世
代
目
の
袁
湯
ま
で
、
学
者
的
傾
向
を
有
し
、
そ

れ
以
降
の
世
代
に
つ
い
て
は
、
そ
の
傾
向
は
な
く
な
る
と
い
う
山
崎
の
見
解
に
つ

い
て
再
検
証
し
、
家
学
の
習
得
は
通
世
代
的
に
行
わ
れ
て
い
た
点
を
明
ら
か
に
し

た
。
ま
た
第
四
世
代
目
で
は
袁
氏
の
「
家
」
の
問
題
に
つ
い
て
扱
い
、
こ
こ
に
後

の
対
立
の
要
因
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

な
お
袁
氏
に
は
他
に
「
家
風
」
や
「
門
生
・
故
吏
」
等
が
議
論
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
問
題
に
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
問

題
は
安
帝
・
順
帝
期
の
政
治
状
況
や
制
度
の
変
遷
と
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

《

注

》

（
一
）
袁
氏
は
五
帝
の
虞
舜
の
子
孫
で
、
陳
の
大
夫
轅
濤
塗
（
袁
濤
塗
）
の
子
孫
を
称
し
て

い
る
（
『
史
記
』
巻
三
六
・
世
家
六
「
陳
世
家
」
、
『
新
唐
書
』
巻
七
四
下
・
表
十
四
下

「
宰
相
世
系
四
」
、『
隸
釋
』
巻
六
「
國
三
老
袁
良
碑
」
）
。
厳
密
に
い
え
ば
、
系
譜
上
、

確
実
に
た
ど
れ
る
の
は
前
漢
末
の
袁
良
ま
で
で
あ
り
、
更
に
実
際
の
活
動
が
確
認
で

き
る
よ
う
に
な
る
の
は
汝
南
袁
氏
で
は
後
漢
前
期
の
袁
安
、
陳
郡
袁
氏
で
は
後
漢
後

期
の
袁
滂
（
よ
り
厳
密
に
は
曹
魏
の
袁
渙
）
で
あ
る
。

（
二
）
陳
郡
陽
夏
県
を
本
籍
地
と
す
る
袁
氏
。
後
漢
で
は
國
が
置
か
れ
て
お
り
、
陳
國
袁
氏

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
魏
以
降
は
陳
郡
袁
氏
と
し
て
知
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
陽
夏

袁
氏
と
し
て
も
知
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
「
陳
郡
袁
氏
」
で
統
一
す
る
。

（
三
）
唐
ま
で
の
間
に
、
石
刻
史
料
等
に
汝
南
袁
氏
の
後
裔
を
称
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
清

代
に
汝
南
袁
氏
の
後
裔
を
称
す
る
も
の
が
存
在
す
る
が
、
本
籍
地
を
汝
南
と
す
る
も

の
は
、
後
漢
時
代
に
限
ら
れ
る
。

（
四
）
中
国
古
代
中
世
に
お
い
て
は
、
そ
の
他
に
河
南
、
三
輔
周
辺
、
旧
齊
の
地
、
潁
川
、

廣
陵
を
本
籍
地
と
す
る
袁
氏
が
確
認
で
き
る
。

（
五
）
『
新
唐
書
』
巻
一
九
九
・
儒
學
中
「
柳
沖
列
伝
」
。

（
六
）
宰
相
世
系
や
『
元
和
姓
纂
』
巻
四
に
従
え
ば
、
唐
代
の
宰
相
家
に
も
汝
南
袁
氏
の
子

孫
を
自
称
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
清
の
項
城
袁
氏
（
袁
甲
三
や
袁
世
凱
な
ど
）
も

汝
南
袁
氏
の
子
孫
を
自
称
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
系
譜
に
断
絶
が
見
ら
れ
、
「
自
称
」

と
表
現
す
る
に
留
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
七
）
以
下
、
袁
氏
と
略
称
す
る
。
そ
の
他
の
袁
氏
に
つ
い
て
は
「
陳
郡
」
な
ど
本
籍
地
名

を
付
す
。

（
八
）
趙
翼
『
二
十
二
史
箚
記
』
巻
五
「
四
世
三
公
」
。

（
九
）
上
公
と
は
太
傅
・
大
將
軍
の
こ
と
。
宰
相
た
る
三
公
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
一
〇

）
宰
相
。
太
尉
・
司
徒
・
司
空
。

（
一
一

）
上
公
は
太
傅
の
袁
隗
、
大
將
軍
の
袁
紹
。
三
公
は
、
司
徒
・
司
空
を
歴
任
し
た
袁
安
、

司
空
袁
敞
、
太
尉
・
司
徒
・
司
空
を
歴
任
し
た
袁
隗
、
司
空
袁
逢
を
指
す
。
な
お
太

傅
袁
隗
は
靈
帝
期
に
二
度
司
徒
と
な
っ
て
い
る
が
重
複
す
る
の
で
こ
こ
で
は
含
め
て

い
な
い
。
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（
一
二

）
弘
農
楊
氏
の
場
合
、
楊
震
を
初
代
と
し
て
四
代
目
の
楊
彪
ま
で
含
め
て
「
四
世
三
公
」

で
あ
る
。

（
一
三

）
『
魏
志
』
巻
六
「
袁
紹
伝
」
。

（
一
四

）
以
下
、
袁
安
を
初
代
と
し
て
世
代
を
表
示
す
る
。

（
一
五

）
「
後
漢
曹
魏
交
替
史
序
説
」
（
『
長
大
史
学
』
七
、
一
九
六
二
年
）

後
、
『
門
閥
社
会

史
』
（
長
崎
大
学
史
学
会
、
一
九
六
五
年
）
所
収
。

（
一
六

）
「
後
漢
時
代
の
汝
南
袁
氏
に
つ
い
て
」
（
『
立
正
史
学
』
五
三
、
一
九
八
三
年
）
。

（
一
七

）
舜
の
子
孫
を
称
す
る
姓
は
当
然
袁
氏
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
後
漢
桓
帝
の
延
熹
二

（
一
五
九
）
年
、
李
雲
が
堯
運
を
承
け
た
赤
德
の
漢
に
代
る
舜
の
後
裔
の
家
に
つ
い

て
は
宰
相
と
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
の
趣
旨
の
上
書
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

黄
徳
の
姓
と
し
て
陳
・
項
・
虞
・
田
・
許
の
五
氏
を
挙
げ
て
い
る
。

（
一
八

）
『
魏
晋
百
官
世
系
表
』
（
長
崎
大
学
史
学
会
、
一
九
六
〇
年
）
。

（
一
九

）
『
五
朝
門
第
』
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）
。

（
二
〇

）
中
林
史
朗
・
渡
邉
義
浩
『
後
漢
紀
』
（
明
徳
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
。

（
二
一

）「
漢
唐
之
間
袁
氏
的
政
治
沈
浮
与
籍
貫
更
迭―

―
譜
牒
与
中
古
史
研
究
的
一
个
例
証
」

（
文
史
哲
編
輯
部
編
『
門
閥
、
荘
園
与
政
治
：

中
古
社
会
変
遷
研
究
』
商
務
印
書

館
、
二
〇
〇
九
年
）

（
二
二

）
以
下
、
『
後
漢
書
』
の
引
用
に
つ
い
て
は
本
紀
、
列
伝
以
下
の
情
報
の
み
記
す
。

（
二
三

）
袁
騰
に
つ
い
て
は
列
伝
六
「
鄧
寇
伝
附
鄧
榮
伝
」
に
洛
陽
令
と
し
て
、
そ
の
名
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
四

）
そ
の
他
、
小
説
類
に
類
似
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
確
認
で
き
る
。

（
二
五

）
陳
郡
の
扶
樂
（
陽
夏
）
も
し
く
は
陳
留
扶
溝
。

（
二
六

）
当
該
問
題
に
か
か
わ
る
研
究
と
し
て
は
、
鶴
間
和
幸
「
漢
代
豪
族
の
地
域
的
研
究
」

（
『
史
学
雑
誌
』
八
七
‐
一
二
、
一
九
七
八
年
）
が
あ
る
。

（
二
七

）
桓
帝
・
靈
帝
時
代
に
活
動
が
確
認
で
き
る
袁
閬
（
袁
奉
高
）
が
慎
陽
を
本
籍
地
と
し

て
い
る
（
『
世
説
新
語
』
徳
行
篇
注
引
『
汝
南
先
賢
傳
』
）
。
な
お
現
行
『
後
漢
書
』
中

に
は
袁
閎
と
袁
閬
を
混
同
し
た
記
事
が
み
ら
れ
る
。

（
二
八

）
蜀
漢
の
前
將
軍
、
都
亭
侯
の
袁
綝
（
『
華
陽
國
志
』
）
が
潁
川
を
本
籍
地
と
し
て
い
る
。

（
二
九

）
後
漢
殤
帝
期
の
袁
良
な
る
人
物
が
南
陽
出
身
で
あ
る
（
『
後
漢
紀
』
巻
十
五
「
殤
帝

紀
」
延
平
元
年
四
月
條
）
。
後
述
す
る
が
、
こ
の
「
袁
良
」
に
つ
い
て
は
、
陳
郡
の
「
袁

良
」
と
同
一
人
物
の
可
能
性
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
、
南
陽
に
袁
氏
は
確
認
で
き
な

い
。

（
三
〇

）
本
紀
七
「
桓
帝
期
」
延
熹
六
年
三
月
條
及
び
同
李
賢
注
。

（
三
一

）
い
わ
ゆ
る
公
的
な
官
の
売
買
で
は
な
く
、
摘
発
対
象
と
な
る
も
の
。

（
三
二

）
例
え
ば
注
（
一
五

）
矢
野
論
文
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
袁
氏
宗
族
も
そ
う
で

あ
っ
た
。
後
漢
の
清
河
（
涿
郡
）
崔
氏
で
は
血
縁
的
に
近
い
家
で
あ
っ
て
も
経
済
状

況
は
か
な
り
こ
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
（
列
伝
四
二
「
崔
駰
伝
附
崔
寔
伝
」
）
、
ま

た
義
陽
（
含
南
陽
）
鄧
氏
の
事
例
に
、
名
付
け
て
後
、
同
宗
に
同
名
の
者
が
い
る
こ

と
か
ら
改
名
し
た
と
い
う
例
も
あ
る
（
『
魏
志
』
巻
二
八
「
鄧
艾
伝
」
）
。
こ
こ
か
ら
は

巨
大
な
宗
族
に
な
る
と
、
宗
族
間
の
連
絡
が
密
で
な
か
っ
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

（
三
三

）
『
後
漢
書
』
で
は
三
月
。

（
三
四

）
『
晉
書
』
巻
九
二
「
文
苑
・
袁
宏
列
伝
」

（
三
五

）
こ
の
際
、
国
号
と
し
て
「
仲
」
氏
を
称
し
て
い
る
。
『
毛
詩
』
國
風
・
陳
風
「
東
門

之
枌
」
に
、

東
門
之
枌
、
宛
丘
之
栩
、
子
仲
之
子
、
婆
娑
其
下
。

と
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
見
え
る
「
子
仲
」
の
後
世
に
は
様
々
な
解
釈
が
あ
る
よ
う

だ
が
、
後
漢
時
代
で
は
「
子
仲
、
陳
大
夫
氏
」
と
の
解
釈
が
通
行
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
袁
術
の
国
号
は
、
こ
の
陳
の
大
夫
、
子
仲
氏
と
関
係

す
る
の
で
あ
ろ
う
。
当
人
達
の
意
識
の
上
で
は
、
陳
よ
り
出
る
袁
氏
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

（
三
六

）
『
魏
志
』
巻
十
一
「
袁
渙
伝
」
。

（
三
七

）
『
魏
志
』
巻
十
四
「
董
昭
伝
」
。

（
三
八

）
『
魏
志
』
巻
十
四
「
董
昭
伝
」
。

（
三
九

）
列
伝
三
五
「
袁
安
伝
附
袁
忠
伝
」
。

（
四
〇

）
『
蜀
志
』
巻
八
「
許
靖
伝
」
。

（
四
一

）
袁
弘
に
つ
い
て
は
「
弘
」
字
か
ど
う
か
確
証
を
得
な
い
。
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（
四
二

）
後
漢
の
三
公
に
つ
い
て
は
祝
總
斌
以
後
、
議
論
が
あ
る
。
概
ね
近
年
多
く
み
ら
れ
る

見
解
と
し
て
は
、
三
公
の
権
限
・
影
響
力
を
一
定
程
度
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
す
べ

て
は
列
挙
し
な
い
が
、
祝
『
両
漢
魏
晋
南
北
朝
宰
相
制
度
研
究
』
（
中
国
社
会
科
学
出

版
社
、
一
九
九
〇
年
年
）
、
渡
邉
将
智
『
後
漢
の
皇
帝
支
配
体
制
と
政
治
制
度
の
構
造
』

（
早
稲
田
大
学
出
版
部
・
早
稲
田
大
学
モ
ノ
グ
ラ
フ
六
五
、
二
〇
一
二
年
）
等
参
照
。

人
事
権
お
よ
び
人
事
的
影
響
力
を
発
揮
し
得
た
時
期
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
後
漢
順
帝

期
の
人
事
制
度
改
革
に
つ
い
て
」（
『
集
刊
東
洋
学
』
一
〇
八
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
四
三

）
大
司
馬
・
大
司
徒
・
大
司
空
の
三
公
制
時
に
つ
い
て
も
含
め
て
あ
る
。
漢
末
の
丞
相

制
以
降
に
つ
い
て
は
含
め
て
い
な
い
。
丞
相
制
導
入
後
に
つ
い
て
も
含
め
る
な
ら
ば
、

御
史
大
夫
と
し
て
山
陽
郗
氏
が
該
当
す
る
。

（
四
四

）
三
代
以
上
の
場
合
は
、
上
公
（
太
傅
・
大
將
軍
）
も
含
め
て
あ
る
。

（
四
五

）
劉
氏
は
、
同
郡
出
身
で
複
数
名
三
公
を
輩
出
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
た
だ
両
者
に

明
確
な
関
係
が
確
認
で
き
な
い
も
の
も
多
く
、
そ
れ
ら
は
含
め
て
い
な
い
。

（
四
六

）
他
に
大
久
保
靖
「
漢
末
門
生
・
故
吏
考
―
汝
南
袁
氏
の
場
合
―
」
（
『
史
友
』
十
、
一

九
八
二
年
）
が
あ
る
が
、
矢
野
の
理
解
の
枠
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。

（
四
七

）「
寄
生
官
僚
論
」
に
つ
い
て
は
『
門
閥
社
会
成
立
史
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
）

参
照
。

（
四
八

）
前
掲
注
（
一
六

）
論
文
。

（
四
九

）
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
『
續
漢
書
』
等
も
含
め
る
。

（
五
〇

）
特
に
当
該
時
期
は
、
人
事
制
度
上
の
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
時
期
で
あ
る
。

人
事
制
度
上
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
四
二

）
拙
論
参
照
。

（
五
一

）
巻
数
・
タ
イ
ト
ル
は
四
部
叢
刊
本
に
従
っ
た
。

（
五
二

）
慣
習
的
に
陳
琳
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
本
上
章
に
つ
い
て
言
え
ば
、
当
人
も
し

く
は
應
劭
の
作
の
可
能
性
も
あ
る
。

（
五
三

）
一
九
二
三
年
、
河
南
偃
師
縣
出
土
の
碑
文
で
、
姓
の
部
分
が
欠
け
て
い
る
。
一
般
に

「
袁
」
も
し
く
は
「
元
」
を
あ
て
る
べ
き
と
言
わ
れ
る
。
本
碑
文
の
内
容
か
ら
す
る

と
、
袁
を
あ
て
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
し
い
考
証
内
容
に
つ
い
て
は
、
近
日
中

に
公
表
予
定
で
あ
る
。

（
五
四

）
孟
氏
易
・
韓
詩
・
歐
陽
尚
書
か
。

（
五
五

）
兄
と
推
定
さ
れ
る
袁
盱
が
桓
帝
期
中
頃
の
梁
冀
失
脚
の
際
に
一
役
買
っ
て
い
る
。
注

（
五
二

）
で
も
述
べ
た
通
り
詳
し
く
は
後
に
公
表
予
定
で
あ
る
が
、
甘
陵
相
や
侍
御
史

と
い
っ
た
経
歴
か
ら
、
安
帝
・
順
帝
期
を
生
き
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

（
五
六

）
例
え
ば
弘
農
楊
氏
な
ど
で
も
、
袁
博
と
世
代
の
近
い
楊
秉
に
同
様
の
傾
向
が
看
取
で

き
る
（
列
伝
四
四
「
楊
震
伝
附
楊
秉
伝
」
）
。

（
五
七

）
も
し
く
は
袁
崧
。
彼
も
袁
渙
の
子
孫
と
さ
れ
る
。

（
五
八

）
列
伝
三
五
「
袁
安
伝
附
袁
湯
伝
」
注
引
、
應
劭
『
風
俗
通
義
』
。

（
五
九

）
列
伝
六
四
下
「
袁
紹
伝
」
注
引
『
英
雄
記
』
。

（
六
〇

）
本
論
で
述
べ
て
い
る
の
は
直
後
の
反
応
で
あ
っ
て
、
更
に
後
の
対
立
は
獻
帝
を
容
認

す
る
か
否
か
で
の
対
立
と
な
る
。

（
六
一

）
『
風
俗
通
義
』
の
同
篇
で
は
、
ま
ず
世
俗
の
言
説
を
掲
げ
、
そ
の
後
「
謹
按
」
と
し

て
應
劭
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。

（
六
二

）
年
齢
の
問
題
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
將
軍
府
に
辟
召
さ
れ
、
そ
の
掾
と
な
り
、
高
第
に

あ
げ
ら
れ
て
後
、
侍
御
史
と
な
る
の
は
、
非
常
置
の
大
將
軍
が
置
か
れ
た
中
平
元
年

以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
後
の
経
歴
か
ら
中
平
元
年
も
し
く
は
翌
年
中
に
は
辟
召

さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。

（
六
三

）
前
掲
注
（
四
二

）
拙
論
。
孝
廉
に
お
け
る
限
年
の
議
論
で
も
四
〇
と
い
う
歳
が
重
視
さ

れ
る
。
な
お
も
っ
と
も
若
い
辟
召
事
例
が
胡
碩
と
孔
融
で
、
と
も
に
三
二
歳
で
あ
る
。

（
六
四

）
『
魏
の
武
帝

曹
操
』
（
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
一
〇
年
八
月
）89p
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